
令和7年6月30日

相模原市

質問番号
該当
ページ

該当箇所・文章 回答

1
申請要綱
P3

休診日

指定管理期間中においても、条例を改正することにより休診日を変更することは
可能です。診療日の統一については、地域住民の意見や要望、地域全体の医
療機関の状況を見ながら検討いたします。

2
申請要綱
P4～P6

施設基準の届出
誤記であり、時間外対応加算３が正しい記載内容です。

3
申請要綱
P5

（3）藤野診療所（令和
10年4月～）医師2人体
制で運営の予定）

医師の研究日については、2人体制での運営を前提としてください。

4
申請要綱
P21

（指定管理料の精算）

（１）精算経費は修繕費、材料費（薬価代）、委託費（代診医師分）のそれぞれに
ついて、5年間の総額（千木良診療所については令和8年度のみ）がP21に記載
の金額を超えなければ問題ありません（5年間の総額が記載の金額内にであれ
ば、均等割りした金額を上回ってる年度があってもよい）。
（２）修繕費は施設及び設備の修繕費用のみが対象です。現在の協定において
は、「修繕費等」として「リース料（パソコン、プリンタ、ファックス、コピー機、業務用
車両及びAED）、任意保険料、非常勤医師給与（代診医師「不定期分」）及び勤
務環境整備対応費を含んでいますが、今回の申請要項に記載の修繕費は、こ
れらの費用を対象としていません。
（３）材料費（薬価代）は、資料7の材料費（G）と同義と考えてください。
（４）委託費（代診医師分）は、医師の休暇（年10日）及び研究日（指定管理者が
代診を負担する日数は年5日の想定）により代わりに勤務する医師の給与費で
す。令和10年度以降の藤野診療所は、医師2人分の委託費（代診医師分）で積
算しています。
（５）（１）から（４）までの前提の上で、精算経費ごと且つ年度ごとに精算を行いま
す。予算計上した金額以上に費用がかかった場合、市からの追加の支払いはあ
りません。かかった費用が予算計上した金額を下回った場合、差額を全額返還
していただきます。

5
申請要綱
P21

（指定管理料の精算）
材料費（薬価代）は、資料7の材料費（G）と同義と考えてください。

回答（市立診療所指定管理者申請要項に係る質問）

休診日は日曜日・月曜日のままでしょうか。令和2年度の指定管理に
おいて、次期更新の際に検討されると伺っております。合併において、
開院日が違うのですが、指定期間中に変更することが可能なのでしょ
うか。

時間帯対応加算3
　→時間外対応加算3でよろしいでしょうか。

医師の研究日についても医師2人体制を確保しなければならないので
しょうか。

精算経費の精算について確認になります。別添1をご参照下さい。P21
に記載いただいている精算経費を5年間で単純に割り、資料7にある市
立診療所の収支概要（令和5年度、令和6年度）の実績を割り当てて
います。委託費については、令和6年度実績から第4週目の研究日を
引いた実績を当てています。精算の算出方法が異なるようでしたら教
えていただけますでしょうか。

材料費（薬価代）とありますが、薬価以外の材料費は含まれないので
しょうか。

質問内容
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回答（市立診療所指定管理者申請要項に係る質問）

質問内容

6
申請要綱
P21

イ（イ）利用料金の提案

「行政サービスの受益者負担の在り方」として、市全体における使用料及び手数
料の見直し（概ね３～4年に1度）の中で、診療所の文書料の見直しも行います
が、作成にかかるコストや周辺医療機関の文書料などにより検討することとなりま
す。

7
申請要綱
P21

イ（イ）利用料金の提案

文書料のことを指している前提でお答えします。文書料は条例で手数料として定
めており、地方自治法により手数料は地方公共団体の歳入としなければならない
ため、同じ金額を委託料としてお支払いする前提であっても、一旦、市の口座に
振り込んでいただく必要があります。

8
申請要綱
P32

26　ネーミングライツ

指定管理者が任意で作成したものの修正や消耗品の廃棄や調達については、
指定管理者が負担することを想定しています。

9
申請要綱
P33

27　診療所の再編に伴
う事務作業に係る費用
について

資料8「リスク分担表」の「施設・設備の損傷リスク」に記載のとおり、移設にかかる
費用は市が負担するものとしていますが、住所の変更にともなう消耗品の調達や
指定管理者が持ち込んだ物品の撤去にかかる費用などについては、協議により
指定管理料から負担していただく可能性があります。

10 前提の確認

申請要項1ページの本文下部にあるとおり、日本赤十字社からのみの申請を想
定しています。　あらためての確認ですが、今回は非公募（日本赤十字社にのみ要綱

をご提供いただいている。）ということで間違いないでしょうか。

1.当院が定めている料金と比較すると、安価な価格が設定されてい
る。
2.旧消費税額による金額である。
以上の観点から条例にある金額を変更することは可能でしょうか。

一度施設で入金したものを相模原市へ送金し、その後送金したものを
請求するといった取り扱いを是正することは可能でしょうか。

市等の負担により、看板、パンフレット～と記載がありますが、等の中に
指定管理者は含まれるのでしょうか。

変更に伴う事務作業に係る費用は別途市と指定管理者により協議を
行うこととします。と記載がありますが、市が費用を負担してくださるとい
う認識でよろしいでしょうか。
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回答（市立診療所指定管理者申請要項に係る質問）

質問内容

11
申請要綱
P.23

要綱に関する質問

・経年劣化による施設・備品の修繕については、資料8「リスク分担表」の「施設・
設備の損傷リスク」に記載のとおりです。これに基づき指定管理者が負担する場
合、修繕費から支出していただきます。
・青野原診療所及び藤野診療所の電子カルテシステム及び電子処方箋システ
ムの運用費用は、積算の上、指定管理料に含んでいるため、指定管理者の負
担になります。保守会社との契約についても指定管理者で締結していただきま
す。

12
申請要綱
P.24

要綱に関する質問

規則運用の厳格化にともない、今回の申請においてはご提出をお願いいたしま
す。

13
申請要綱
P.32

要綱に関する質問

実際の協議の中で確認いたします。

　「10　規則第5条第1項第10号の規定に基づく書類」について、前回
の指定管理申請時に提出していないが、今回は必要になるのでしょう
か。

　「26　ネーミングライツ」について、「同制度の導入が決定した場合、
市は指定管理者と協議を行った上で、市等の負担により、看板、パン
フレット等の印刷物、改修工事等を行うことがあります。」と記載されて
おりますが、導入が想定された場合、日本赤十字社の規定等の確認・
整理が必要となる可能性がございます。

　「カ　備品の取扱い」では、施設に備え付けられている備品の使用に
係る経費、修繕費等、また、指定期間中に追加で必要となる備品につ
いては、指定管理者の負担とし、当該備品の所有権の帰属は市となる
と記載されております。
　施設に備え付けられている備品が経年劣化等により使用がすること
ができなくなった場合の取扱いはどのようになりますでしょうか。（指定
管理料のうち、精算経費にて対応するという理解になりますでしょう
か。）
　あわせて、青野原診療所及び藤野診療所については、令和7年度に
電子カルテシステム及び電子処方箋システムを導入予定とのことです
が、各システムのメンテナンス等の保守管理に係る費用については、ど
ちらの負担となるのでしょうか。
　「キ　修繕費」について、指定管理者の責めに帰さない修繕や第三者
の行為により生じたもので、相手方が特定できないものの修繕について
も、指定管理者が負担するのでしょうか。（指定管理料のうち、精算経
費にて対応するという理解になりますでしょうか。）
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令和7年6月30日

相模原市
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回答（市立診療所指定管理者申請要項に係る質問）

質問内容

14
申請要綱
P.33

要綱に関する質問

資料8「リスク分担表」の「施設・設備の損傷リスク」に記載のとおり、移設にかかる
費用は市が負担するものとしていますが、住所の変更にともなう消耗品の調達や
指定管理者が持ち込んだ物品の撤去にかかる費用などについては、協議により
指定管理料から負担していただく可能性があります。

15 成果指標 資料4に関する質問

指定管理者制度導入施設については、毎年、指定管理者選考委員会による運
営状況のモニタリング・評価を行っており、この中で委員から外来患者数を増や
す取り組みなどについて求める意見が提出される場合があります。

　「27　診療所の再編に伴う事務作業に係る費用について」では、「こ
れらの転移、統廃合及び運営体制の変更に伴う事務作業に係る費用
は別途市と指定管理者により協議を行うこととします。」と記載されてお
ります。
　こちらは、協議となっておりますが、日本赤十字社側で何らかの費用
を負担することがあるということでしょうか。
　※Ｐ.５に藤野診療所は「令和10年4月に別地（調整中）に移転」と記
載されております。

　指標名1で外来患者数の増減率からどのような評価がなされるので
しょうか。また、外来患者数が人口減少率を下回った場合、外来患者
数を増やす取り組みなどの対策が求められるのでしょうか。
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